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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会幹事会規程

（趣旨）
第 １条　この規程は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約第13条第２項の
規定に基づき、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会幹事会（以下「幹事会」
という。）について、必要な事項を定めるものとする。

（所掌事項）
第 ２条　幹事会は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会会長（以下「会長」と
いう。）の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
　⑴　 八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会（以下「協議会」という。）への提

案事項に関すること。
　⑵　協議会に設置する専門部会の進行管理等に関すること。
　⑶　その他協議会の運営全般に関し必要な事項。
　（幹事）
第３条　幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
　（組織）
第４条　幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
　２　幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
　（幹事長及び副幹事長の職務）
第５条　幹事長は、幹事会を代表し、会を総理する。
　２ 　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理
する。

　（会議）
第６条　幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
　（関係職員等の出席）
第７条　幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
　（報告）
第８条　幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
　（庶務）
第９条　幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
　（委任）
第10条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
　　付　則
　この規程は、平成15年６月27日から施行する。

別表（第３条関係）
区　　分 職　　名 区　　分 職　　名 区　　分 職　　名

八 日 市 市
助 役

永 源 寺 町
助 役

五 個 荘 町
助 役

収 入 役 収 入 役 収 入 役
企 画 部 長 総 務 課 長 総 務 主 監

区　　分 職　　名 区　　分 職　　名

愛 東 町
助 役

湖 東 町
助 役

収 入 役 収 入 役
合併推進室長 企画財政課長

（東近江市・能登川町・蒲生町合併協議会についても同様の規定が制定された。以下の規程についても
同じ。）
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会幹事会名簿
市　町　名 職　名 氏　名

八 日 市 市

助 役
海外友之進 （H15.11.25まで）
奥　　善夫 （H16.1.20から）

収 入 役
奥　　善夫 （H16.1.19まで）
武田　善勝 （H16.4.1から）

企 画 部 長 森野　才治

永 源 寺 町
助 役 池田　　晋
収 入 役 白木　駒治
総 務 課 長 川戸　善男

五 個 荘 町
助 役 持田長三郎
総 務 主 監 北川　純一

愛 東 町
助 役

奥　　善一（H15.9.30まで）
藤関　安久（H15.10.1から）

収 入 役 鯰江　茂信
合 併 推 進 室 長 吉岡　　登

湖 東 町
助 役 野村新太郎
収 入 役 上野　清司
企 画 財 政 課 長 高野　治幸

東近江市・能登川町・蒲生町町合併協議会幹事会名簿
市　町　名 職　名 氏　名

東 近 江 市

助 役 久田元一郎（H17.3.24から）
収 入 役 種村善五郎（H17.4.1から）
政 策 監 森野　才治（H17.4.1から）

企 画 部 長
森野　才治（H17.3.31まで）
山口　　豪（H17.4.1から）

能 登 川 町
助 役 田井中清幸
収 入 役 福永　正夫
総 務 部 長 居原田善嗣

蒲 生 町
助 役 角　　清和
収 入 役 加藤　正明
総 務 企 画 課 長 岡　　豊司
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局規程
　（趣旨）
第 １条　この規程は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約第16条第３項の
規定に基づき、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会（以下「協議会」という。）
の事務局について必要な事項を定めるものとする。
　（所掌事項）
第２条　協議会の事務局（以下「事務局」という。）は、次に掲げる事項を所掌する。
　⑴　協議会の会議に関すること。
　⑵　協議会の協議資料の作成に関すること。
　⑶　協議会の庶務に関すること。
　⑷　その他協議会の運営及び合併に向けて必要な事項
　（組織及び分掌事務）
第 ３条　前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、計画班、調整班及び情報化推進班を
置く。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
　（職員等）
第４条　事務局に局長、次長、主幹その他必要な職員を置く。
　２　職員は、協議会の会長（以下「会長」という。）が任命する。
　（職員の職務）
第５条　局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
　２ 　次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
又局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。

　　⑴　事務局の事務の統括
　　⑵　各班相互の連絡及び調整
　　⑶　局長を除く事務局職員の指揮監督
　　⑷　県事業に関する調整及び県との連絡調整
　３　主幹は、次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
　　⑴　分掌する事務の統括管理
　　⑵　所属職員の指揮監督
　　⑶　各班との連携
　　⑷　次長の補佐
　４　その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
　（職務権限）
第 ６条　協議会の運営における各職位の職務及び責任権限等に関しては、別に定めるものを除き、八日
市市の制度を適用する。この場合において、「市長」とあるのは「会長」と、「部長」とあるのは「局
長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替え、助役の権限に属する事案については、会長の決裁
事案とみなすものとする。
　（専決区分）
第７条　局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
　⑴　八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町及び湖東町との連絡調整に関すること。
　⑵　協議会だよりの編集及び発行に関すること。
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　⑶　事務事業実態調査のとりまとめに関すること。
　⑷　物品の購入その他契約の締結に関すること。
　⑸　物品及び現金の出納に関すること。
　⑹　次長の休暇及び旅行命令に関すること。
　⑺　その他事務局の運営に係る基本方針に関すること。
　２　次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
　⑴　実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
　⑵　職員の休暇及び時間外勤務命令並びに旅行命令に関すること。
　⑶　各種資料等の調製に関すること。
　⑷　その他軽易な事案に関すること。
　（代決）
第８条　会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
　２　会長、副会長がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。
　３　局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
　４　局長、次長がともに不在のときは、担当の主幹がその事務を代決する。
　（文章の取扱い）
第 ９条　事務局における文章の収受、配布、処理編集、保存その他文章に関し必要な事項は、八日市市
の制度を適用する。この場合において、「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「総務班
主幹」と、「課の係及び担当」とあるのは「事務局」と、「市長及び助役」とあるのは「会長」と読み
替えるものとする。
　（公印の取扱い）
第 10条　協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表第２のとおりとす
る。
　２ 　協議会の公印の管守、取扱い等については、八日市市公印規則（昭和60年規則第21号）の規定を
準用する。この場合において、「管守者」とあるのは「総務班主幹」と、「総務課長」とあるのは「事
務局長」と読み替えるものとする。

　（職員の服務）
第 11条　事務局の職員の服務及び勤務条件については、それぞれ派遣する市又は町の条例、規則、規程
等の規定によるものとする。但し、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間については、八日
市市の例によるものとする。
　（職員の給与等）
第12条　事務局の職員の給与等については、それぞれの職員が属する市又は町が負担する。
　２ 　事務局の職員の旅費については、八日市市職員等旅費支給条例（以下「条例」という。）を準用し、
協議会の予算において支給するものとする。但し、条例第14条第２項中「県内又は別表に定める乙
地方へ」とあるのは「県内」と読み替えて適用する。

　（委任）
第13条　この規程に定めるもののほか事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
　　付　則
　この規程は、平成15年６月27日から施行する。
　　付　則
　この規程は、平成15年12月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局事務分掌

　総務班
　（１）　庶務及び予算・会計に関すること。
　（２）　合併の諸手続に関すること。
　（３）　協議会の会議に関すること。
　（４）　合併に係る広報に関すること。
　（５）　合併に関する資料の編さん・調整等に関すること。
　（６）　人事に関すること。
　（７）　報酬等支給に関すること。
　（８）　合併の方式に関すること。
　（９）　合併の期日に関すること。
　（10）　新市の名称に関すること。
　（11）　新市の事務所（市役所）の位置に関すること。
　（12）　議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること。
　（13）　農業委員会委員の定数および任期の取扱いに関すること。
　（14）　一般職の職員の身分の取扱いに関すること。
　（15）　特別職の身分の取扱いに関すること。
　（16）　組織及び事務機構に関すること。
　（17）　国及び滋賀県等との連絡調整に関すること。
　（19）　その他他の班に属さないこと。
　（20）　各市町との連絡調整に関すること。

　計画班
　（１）　新市建設計画に関すること。
　（２）　財政計画に関すること。
　（３）　新市の予算編成に関すること。
　（４）　各市町との連絡調整に関すること。

　調整班
　（１）　各種事務事業調整及びそれに伴う関係市・町間調整に関すること。
　（２）　財産の取扱いに関すること。
　（３）　町名・字名の取扱いに関すること。
　（４）　慣行の取扱いに関すること。
　（５）　一部事務組合等の取扱いに関すること。
　（６）　条例・規則等の取扱いに関すること。
　（７）　地方税の取扱いに関すること。
　（８）　使用料、手数料等の取扱いに関すること。
　（９）　公共的団体等の取扱いに関すること。
　（10）　補助金、交付金等の取扱いに関すること。

情報推進班
　（１）　情報機器の統合に関すること。
　（２）　情報化推進に関すること。
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局職員名簿

職　　名 氏　　　　名 所属市町 備　考
事務局長 中　嶋　喜代志 八 日 市 市
事務局次長 青　木　幸　一 八 日 市 市 滋賀県派遣職員
総務班　　　主幹 小　梶　隆　司 八 日 市 市
　　　　　　班員 久　田　哲　哉 永 源 寺 町
　　　　　　班員 森　上　俊　文 五 個 荘 町
　　　　　　班員 西　澤　洋　樹 愛  東  町
計画班　　　主幹 （次長兼務）
　　　　　　班員 曽　羽　道　明 八 日 市 市
　　　　　　班員 古　川　　　暁 湖  東  町
調整班　　　主幹 北　村　定　男 五 個 荘 町
　　　　　　班員 久　保　孝　司 八 日 市 市
　　　　　　班員 西　澤　静　朗 愛  東  町
　　　　　　班員 植　田　光　彦 湖  東  町
　　　　　　班員 栗　田　豊　一 永 源 寺 町
情報推進班　主幹 村　田　吉　則 湖  東  町 （H15.12.1から）
　　　　　　班員 中　西　清　道 八 日 市 市 （H16.1.1から）
　　　　　　班員 松　村　栄　士 五 個 荘 町 （H16.1.1から）

東近江市・能登川町・蒲生町合併協議会事務局職員名簿

職　　名 氏　　　　名 所属市町 備　考
事務局長 中　嶋　喜代志 東 近 江 市
事務局次長 青　木　幸　一 東 近 江 市 （H17.3.31まで）
総務担当　　主幹 今　堀　太　平 能 登 川 町
　　　　　　班員 久　田　哲　哉 東 近 江 市
　　　　　　班員 森　上　俊　文 東 近 江 市 （H17.6.31まで）
　　　　　　班員 大　橋　　　光 能 登 川 町
　　　　　　班員 角　　　忠　範 蒲  生  町 （H17.4.1から）
計画担当　　主幹 （次長兼務）
　　　　　　班員 安　井　善　也 蒲  生  町
調整担当　　主幹 北　村　定　男 東 近 江 市
　　　　　　班員 西　澤　静　朗 東 近 江 市
　　　　　　班員 吉　澤　浩　明 能 登 川 町 （H17.3.31まで）
　　　　　　班員 曽　羽　道　明 東 近 江 市
　　　　　　班員 松　村　康　男 蒲  生  町 （H17.3.31まで）
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会専門部会規程
　（趣旨）
第 １条　この規程は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約（以下「規約」
という。）第14条第２項の規定に基づき、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議
会専門部会（以下「専門部会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。
　（所掌事項）
第 ２条　専門部会は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会幹事会幹事長（以下
「幹事長」という。）の指示を受け、規約第３条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を
行うものとする。
　（組織）
第３条　専門部会は、次のとおりとする。
　・総務部会
　・企画部会
　・人権部会
　・生活環境部会
　・健康福祉保険部会
　・都市建設部会
　・産業経済部会
　・教育部会
　・議会部会
　２　専門部会の委員は、別表に掲げる職名をもって組織する。
　（役員）
第４条　専門部会に次の役員を置く。
　⑴　部会長　　１名
　⑵　副部会長　１名
　２　役員は、幹事会が協議して定める。
　（役員の職務）
第５条　部会長は、専門部会を代表し、会を総理する。
　２ 　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代
理する。

　（会議）
第６条　会議は、部会長が招集するものとする。
　２　部会長は、会議の議長となる。
　３　部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
　４　専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。
　（分科会）
第７条　専門部会に、必要に応じ分科会を設置することができるものとする。
　（報告）
第８条　部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するものとする。
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　（庶務）
第 ９条　専門部会の庶務は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会の事務局にお
いて処理する。
　（委任）
第10条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

　　　付　則
　この規程は、平成15年６月27日から施行する。

別表（第３条関係）

専 門 部 会 名 八 日 市 市 永 源 寺 町 五 個 荘 町 愛 東 町 湖 東 町

総  務  部  会 総 務 部 長 総 務 課 長 総 務 課 長 総務企画課長 総 務 課 長

企  画  部  会 企 画 部 長 総務課副課長 総 務 課
課 長 補 佐 総務企画課長 企画財政課長

人  権  部  会 市民人権部長 総務課副課長 総 務 課
課 長 補 佐 人権擁護課長 人権擁護課長

生活環境部会 生活環境部長 生活課副課長 地域生活課長 税務住民課長 環 境 整 備 課
課 長 補 佐

健 康 福 祉
保 険 部 会 健康福祉部長 生 活 課 長 健康福祉課長 健康福祉課長 保健福祉課長

都市建設部会 都市建設部長 地 域 整 備 課
副 課 長 地域整備課長 環境整備課長 環境整備課長

産業経済部会 産業経済部長 地域整備課長 産業振興課長 産業振興課長 産業振興課長

教  育  部  会 教 育 部 長 教 育 課 長 教 育 主 監 教 育 次 長 教 育 次 長

議  会  部  会 議会事務局長 議会事務局長 議会事務局長 議会事務局長 議会事務局長
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会分科会設置要領
　（趣旨）
第 １条　この要領は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会専門部会規程第７条
の規定に基づき、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会分科会（以下「分科会」
という。）について、必要な事項を定めるものとする。
　（所掌事務）
第 ２条　分科会は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会専門部会長（以下「専
門部会長」という。）の指示を受け、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規
約第２条各号に掲げる事項について、協議又は調整するものとする。
　（組織）
第３条　分科会は、別表に掲げるとおりとする。
　２　分科会の委員は、各市町から推薦された職員をもって充てる。
　（役員）
第４条　分科会には、分科会長を置く。
　２　分科会長は、専門部会長が属する市町の分科の委員を充てる。
　（役員の職務）
第５条　分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
　（会議）
第６条　会議は、専門部会長の指示又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
　２　分科会長は、分科会の議長となる。
　３　分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
　４　分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
　（報告）
第７条　分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、専門部会長に報告するものとする。
　（庶務）
第８条　分科会の庶務は、分科会長の属する市又は町で行う。
　（補則）
第９条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
　　付　則
　この要領は、平成15年６月27日から施行する。

別表（第３条関係）
専門部会名 分　　科　　会　　名

総 務 部 会（15分科会）
・財政財産・行政・選挙・消防防災・総務・管財・情報管理
・人事・電算・市町民税・資産税・納税・出納・秘書
・男女共同参画

企 画 部 会（５分科会） ・総合計画・広報公聴・統計・都市交流・自治振興
人 権 部 会（１分科会） ・人権
生活環境部会（６分科会） ・住民・衛生・環境・上水道・下水道・交通安全

健康福祉保険部会（10分科会） ・高齢者福祉・介護支援・障害者福祉・児童保育・医療
・社会福祉・国保年金・保健センター・民生・社会福祉協議会

都市建設部会（４分科会） ・道路河川・住宅・都市計画・建築開発
産業経済部会（７分科会） ・農政・農村整備・農業委員会・林業漁業・商工・観光・労政

教 育 部 会（８分科会） ・教委庶務・学校教育・社会教育・文化振興・文化財
・社会体育・人権教育・図書館

議 会 部 会（２分科会） ・議会・監査公平
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会専門部会・分科会名簿

　　　専門部会・分科会　◎部会長　○副部会長 ☆分科会長
部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属

総

務

部

会

財政財産 ☆八日市 種村　善五郎 総務部　財政参事
◎八日市市 総務部長 永源寺 野神　浩司 総務課　主査

廣田　芳男 五個荘 川島　源朗 総務課　行財政係長
愛東 上川　喜久 総務企画課　専門員
湖東 泉本　　了 企画財政課　係長

行政 ☆八日市 山本　与三吉 行財政管理室長
　永源寺町 総務課長 永源寺 久田　晃一 総務課　主幹

川戸　善男 五個荘 川島　源朗 総務課　行財政係長
愛東 廣瀬　文彦 総務企画課　専門員
湖東 小川　正道 総務課　課長補佐

選挙 ☆八日市 村井　康弘 総務課主幹
○五個荘町 総務課長 永源寺 久田　晃一 総務課　主幹

松藤　豊 五個荘 猪田　晴文 総務課　総務係主任主事
愛東 野瀬　猪佐雄 総務企画課　主査
湖東 小川　正道 総務課　課長補佐

消防防災 ☆八日市 高木　寛 総務課主幹
　愛東町 総務企画課長 永源寺 西坂　尚也 総務課　主任

小倉　安男 五個荘 中江　滋希 総務課　行財政係主査
愛東 廣瀬　文彦 総務企画課　専門員
湖東 太田　久男 総務課　係長

総務 ☆八日市 新海　常造 総務課長
　湖東町 総務課長 永源寺 久田　晃一 総務課　主幹

中澤　日出司 五個荘 川島　源朗 総務課　行財政係長
愛東 松村　尚子 総務企画課　課長補佐
湖東 松村　徳雄 総務課　主幹

管財 ☆八日市 村上　薫 財務課　管財係長
永源寺 中川　雅彦 総務課　副課長
五個荘 川島　源朗 総務課　行財政係長
愛東 上川　喜久 総務企画課　専門員
湖東 松村　徳雄 総務課　主幹

　 情報管理 ☆八日市 村井　康弘 総務課主幹
永源寺 田中　　靖 総務課　主査
五個荘 猪田　誠 総務課　文書情報係主任主事
愛東 中澤　政広 総務企画課　参事
湖東 小川　正道　 総務課　課長補佐

人事 ☆八日市 谷　善哉 職員課　副主幹
永源寺 久田　晃一 総務課　主幹
五個荘 川島　美子 総務課　総務係長
愛東 松村　尚子 総務企画課　課長補佐
湖東 奥村　初美 総務課　係長

電算 ☆八日市 川越　慶弘 行財政管理室主査
永源寺 田中　　靖 総務課　主査
五個荘 猪田　誠 総務課　文書情報係主任主事
愛東 野瀬　猪佐雄 総務企画課　主査
湖東 山本　　悟 情報管理課　主事
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部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属

総

務

部

会

市町民税 ☆八日市 西堀　伝蔵 税務課長
永源寺 池田　信子 生活課　主幹
五個荘 徳田　登 税務課　住民税係長
愛東 木村　圭治郎 税務住民課　課長補佐
湖東 加藤　善尚 税務課　課長補佐

資産税 ☆八日市 奥川　正己 税務課　主幹
永源寺 溝上　　明 生活課　主査
五個荘 奥谷　有希 税務課　資産税係長
愛東 鈴村　均 税務住民課　主任
湖東 山脇　良定 税務課　課長補佐

納税 ☆八日市 小西　貴夫 税務課　主幹
永源寺 和田　秀代 生活課　副課長
五個荘 市田　雄三 税務課　課長補佐
愛東 水田　博之 税務住民課　主任
湖東 加藤　せつ子 税務課　係長

出納 ☆八日市 野村　勉 会計課長
永源寺 河並　昌子 出納室　主査
五個荘 猪田　悦子 会計室　出納係長
愛東 藤澤　恵子 出納室　専門員
湖東 澤田　章子 出納室　主査

秘書 ☆八日市 山口　豪 企画部　政策参事
永源寺 田中　　靖 総務課　主査
五個荘 松本　良恵 総務課　秘書係主査
愛東 中澤　政広 総務企画課　参事
湖東 西堀　貴子 総務課　主査

男女共同参画 ☆八日市 高田　妙子 職員課　副主幹　
永源寺 小倉　弘実 総務課　主事
五個荘 川島　美子 総務課　総務係長
愛東 平尾　志津江 人権擁護課
湖東 井口　みゆき 人権擁護課　主査

企

画

部

会

総合計画 八日市 藤川　政博 企画課長
○八日市市 企画部長 永源寺 藤澤　俊二 総務課　副課長

森野　才治 五個荘 北川　忠和 総務課　課長補佐
☆愛東 奥村　清和 合併推進室　専門員
湖東 西澤　博史　 企画財政課　課長補佐

広報公聴 八日市 雁瀬　豊彦 企画課　副主幹
　永源寺町 総務課　副課長 永源寺 高木　喜彦 総務課　主任

藤澤　俊二 五個荘 塚本　修司 総務課　広報係主任主事
☆愛東 中澤　政広 総務企画課　参事
湖東 橋本　茂弘　 総務課　主査

統計 八日市 久保　文裕 企画課　主任
　五個荘町 総務課長補佐 永源寺 高木　喜彦 総務課　主任

北川　忠和 五個荘 深尾　喜美江 総務課　企画統計係主任主事
☆愛東 廣瀬　文彦 総務企画課　専門員
湖東 村井　明生 企画財政課　主事

都市交流 八日市 磯部　善之 企画課　副主幹
◎愛東町 総務企画課長 永源寺 高木　喜彦 総務課　主任

小倉　安男 五個荘 深尾　喜美江 総務課　企画統計係主任主事
☆愛東 中澤　政広 総務企画課　参事
湖東 村井　明生 企画財政課　主事



338●　　●

●合併関係資料

338●　　●

部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属
自治振興 八日市 黄地　正治 市民活動推進室　副主幹

　湖東町 企画財政課長 永源寺 高木　喜彦 総務課　主任
高野　治幸 五個荘 猪田　晴文 総務課　総務係主任主事

☆愛東 廣瀬　文彦 総務企画課　専門員
湖東 澤村　　博 企画財政課　係長

人

権

部

会

人権 ☆八日市 寺村　孝雄 人権政策室長
◎八日市市 市民人権部長 永源寺 中川　雅彦 総務課　副課長

奥　　学 五個荘 北川　宏 総務課　課長補佐
　永源寺町 総務課　副課長 愛東 山本　勇雄 人権擁護課　課長補佐

中川　雅彦 湖東 井口　みゆき 人権擁護課　主査
　五個荘町 総務課長補佐

北川　宏
　愛東町 人権擁護課長

松井　光雄
○湖東町 人権擁護課長

西久保　茂雄

生

活

環

境

部

会

　 住民 ☆八日市 寺村　美代 市民課長
◎八日市市 生活環境部長 永源寺 谷口　知子 生活課　主査

染谷　克己 五個荘 中村　房子 地域生活課　住民係長
愛東 池元　貴之 税務住民課　主事
湖東 平居　寿栄隆 住民課　課長補佐

衛生 ☆八日市 森川　弘三 生活環境課長
　永源寺町 生活課　副課長 永源寺 野田　良輔 生活課　主事

中村　　浩 五個荘 沖　好子 地域生活課　生活環境係長
愛東 野村　正次 税務住民課　参事
湖東 高田　繁雄 環境整備課　課長補佐

環境 ☆八日市 小畠　邦敏 生活環境課　主幹
　五個荘町 地域生活課長 永源寺 野田　良輔 生活課　主事

佐生　照男 五個荘 中村　修 地域生活課　課長補佐
愛東 野村　正次 税務住民課　課長補佐
湖東 高田　繁雄 環境整備課　課長補佐

上水道 ☆八日市 小島　洋祐 水道課長
○愛東町 税務住民課長 永源寺 野田　久雄 生活課　主任

田中　充 五個荘 上田　信一郎 地域整備課　課長補佐
愛東 奥村　伊佐男 税務住民課　主事
湖東 福田　均 環境整備課　主査

下水道 ☆八日市 浅野　清市 下水道課長
　湖東町 環境整備課長 永源寺 堀　　昌之 生活課　主任

澤村　鉄男 五個荘 川添　かず子 地域整備課　課長補佐
愛東 飛田　太一郎 環境整備課　課長補佐
湖東 福田　均 環境整備課　主査

交通安全 ☆八日市 藤川　万嗣 交通政策課長
永源寺 西坂　尚也 総務課　主任
五個荘 塚本　修司 総務課　広報係主任主事
愛東 野瀬　猪佐雄 総務企画課　主査
湖東 太田　久男 総務課　係長
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部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属

健

康

福

祉

保

険

部

会

高齢者福祉 ☆八日市 中嶋 　久仁子 長寿社会政策室長
◎八日市市 健康福祉部長 永源寺 櫻木　康晴 生活課　主任

奥田　敬一郎 五個荘 若林　房子 健康福祉課　社会係長
愛東 新居　利和 健康福祉課　課長補佐
湖東 東野　喜代 保健福祉課　参事

介護支援 ☆八日市 古澤　繁二 長寿社会政策室　主幹　
　永源寺町 生活課長 永源寺 澤田　眞弓 生活課　主査

山下　彰三 五個荘 川村　彩子 健康福祉課　介護保険係主任主事
愛東 山本　和代 健康福祉課　課長補佐
湖東 上野　茂子 保健福祉課　係長

障害者福祉 ☆八日市 西川　佳伸 福祉課　主幹
　五個荘町 健康福祉課長 永源寺 岸　　幸男 生活課　主査

田中　法子 五個荘 片山　晴紀 健康福祉課　福祉係主任主事
愛東 山本　伸治 健康福祉課　専門員
湖東 中嶋美智子 保健福祉課　係長

児童保育 ☆八日市 西田　紀雄 健康福祉部　幼児政策参事
　愛東町 健康福祉課長 永源寺 小林　道明 生活課　主幹

小倉　吉武 五個荘 猪田　千鶴代 健康福祉課　福祉係長
愛東 山本　伸治 健康福祉課　専門員
湖東 嶋林　　栄 保健福祉課　課長補佐

医療 ☆八日市 中島　政子 保健センター館長
○湖東町 保健福祉課長 永源寺 花戸　貴司 国保診療所　所長

山川　永市 五個荘 荻野　里子 健康福祉課　保健係長
愛東 山本　和代 健康福祉課　課長補佐
湖東 澤田　圭子 診療センター　係長

社会福祉 ☆八日市 大西　幸男 福祉課長
永源寺 小西　孝子 生活課　副課長
五個荘 辻　　平 健康福祉課　課長補佐
愛東 小林　亜紀 健康福祉課　主事
湖東 国領　久嗣 保健福祉課　係長

国保年金 ☆八日市 吉田　徹 保険年金課長
永源寺 玉冲　貞彦 生活課　主査
五個荘 伊庭　善一 健康福祉課　保健係主事
愛東 夏原　善治 税務住民課　主査
湖東 上原　繁和 住民課　課長補佐

保健センター ☆八日市 中島　政子 保健センター館長
永源寺 加藤　伊佐美 保健センター　保健師
五個荘 荻野　里子 健康福祉課　保健係長
愛東 布施　治美 健康福祉課　主査
湖東 村井　直美 保健福祉課　係長

民生 ☆八日市 大西　幸男 福祉課長
永源寺 小林　道明 生活課　主幹
五個荘 辻　平 健康福祉課　社会係長
愛東 川合　由希子 健康福祉課　主事
湖東 嶋林　　栄 保健福祉課　課長補佐

社会福祉協議会 ☆八日市 大西　幸男 福祉課長
永源寺 櫻木　康晴 生活課　主任
五個荘 辻　　平 健康福祉課　課長補佐
愛東 新居　利和 健康福祉課　課長補佐
湖東 戸島　恵子 保健福祉課　係長
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部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属

都

市

建

設

部

会

道路河川 八日市 池田　眞一郎 道路河川課長
　八日市市 都市建設部長 永源寺 今若　忠司 地域整備課　主査

中島　政夫 五個荘 稲本　正行 地域整備課　課長補佐
愛東 堤　英郎 環境整備課　主任
☆湖東 榎並　藤男 環境整備課　課長補佐

　永源寺町 地域整備課　副課長 住宅 八日市 田中　清一朗 住宅課長
寺田　與司和 永源寺 深田　　渉 地域整備課　主事

五個荘 須田　良行 地域整備課　監理係主任主事
愛東 山本　正之 環境整備課　主査

　五個荘町 地域整備課長 ☆湖東 川嶋　康弘 環境整備課　係長
藤田　敏和 都市計画 八日市 園田　英美 都市計画課長

永源寺 藤澤　俊二 総務課　副課長
五個荘 福永　正博 地域整備課　監理係長

○愛東町 環境整備課長 愛東 位田　才之 環境整備課　課長補佐
村山　邦博 ☆湖東 榎並　藤男 環境整備課　課長補佐

建築開発 八日市 畑　隆雄 都市建設部　建築指導参事
永源寺 深田　　渉 地域整備課　主事

◎湖東町 環境整備課長 五個荘 須田　良行 地域整備課　監理係主任主事
澤村　鉄男 愛東 大村　町子 環境整備課　専門員

☆湖東 川嶋　康弘 環境整備課　係長

産

業

経

済

部

会

農政 八日市 西田　光雄 産業経済部　農業振興参事
　八日市市 産業経済部長 ☆永源寺 河並　義浩 地域整備課　主査

山路　良夫 五個荘 三上　俊昭 産業振興課　課長補佐
愛東 佐藤　靖雄 産業振興課　主任
湖東 嶋林　正清 産業振興課　課長補佐

農村整備 八日市 荒居　治雄 産業経済部　農村整備参事
◎永源寺町 地域整備課長 ☆永源寺 栗田　尚樹 地域整備課　主査

山田　重三 五個荘 松居　靖 産業振興課　農村環境係長
愛東 奥　和秀 環境整備課　主査
湖東 本持　裕久 産業振興課　係長

農業委員会 八日市 日永　清恵 農業委員会事務局長
○五個荘町 産業振興課長 ☆永源寺 西村　藤生 地域整備課　主事

徳田　幸夫 五個荘 山本　庄市 産業振興課　課長補佐
愛東 北邑　清治 産業振興課　課長補佐
湖東 高田　佳和 産業振興課　係長

林業漁業 八日市 西田　光雄 産業経済部　農業振興参事
　愛東町 産業振興課長 ☆永源寺 岡崎　良平 地域整備課　主任

福永　順治 五個荘 岩橋　幸子 産業振興課　農村環境係長
愛東 高橋　昌士 産業振興課　主事
湖東 嶋林　正清 産業振興課　課長補佐

商工 八日市 西村　好美 商工観光課　副主幹
　湖東町 産業振興課長 ☆永源寺 茨木　羊一 地域整備課　副課長

福島　完次 五個荘 小椋　学 商工観光課　商工係主任主事
愛東 田中　和則 産業振興課　主事
湖東 外村　美代子 産業振興課　主査

観光 八日市 廣田　清和 商工観光課　主幹
☆永源寺 福永　博子 地域整備課　主任
五個荘 上田　元一 商工観光課長
愛東 徳田　恵美子 産業振興課　主任
湖東 外村　美代子 産業振興課　主査
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産
業
経
済
部
会

労政 八日市 北川　仁士 商工観光課長
☆永源寺 小椋　美香 地域整備課　主任
五個荘 小椋　学 商工観光課　商工係主任主事
愛東 濱中　亮成 産業振興課　主事
湖東 本持　裕久 産業振興課　係長

教

育

部

会

教委総務 八日市 澤田　喜一郎 総務課長
　八日市市 教育部長 永源寺 池田　佳一郎 教育課長

松下　重夫 ☆五個荘 山村　明 教育課　課長補佐
愛東 木村太津男 教育次長
湖東 山田　昭 教育委員会　教育次長

学校教育 八日市 加藤　紳一朗 学校教育課長
○永源寺町 教育課　課長 永源寺 吉村　利幸 教育課　主幹

池田　佳一郎 ☆五個荘 山村　明 教育課　課長補佐
愛東 奥村　とよ子 学校教育課　課長
湖東 中嶋　聡史 教育委員会　係長

社会教育 八日市 神山　幸雄 生涯学習課長
◎五個荘町 教育主監 永源寺 小椋　正広 教育課　副課長

辻　和弘 ☆五個荘 里田　春男 生涯学習課　課長補佐
愛東 木村　太津男 教育次長
湖東 北浦　　守 教育委員会　課長補佐

文化振興 八日市 神山　幸雄 生涯学習課長
　愛東町 教育次長 永源寺 玉冲　春美 教育課　主査

木村太津男 ☆五個荘 林　純 生涯学習課　課長補佐
愛東 太田　明美 社会教育課　主任
湖東 山川　　恒 教育委員会　主査

文化財 八日市 石原　道洋 生涯学習課　主幹
　湖東町 教育次長 永源寺 玉冲　春美 教育課　主査

山田　昭 ☆五個荘 上平　千恵 生涯学習課　主任主事
愛東 明日　一史 社会教育課　主事
湖東 森　　容子 教育委員会　係長

社会体育 八日市 西村　貞之 体育課長
永源寺 野口　裕之 教育課　主事
☆五個荘 吉川　卓志 生涯学習課　体育振興係主査
愛東 中西　安治 社会教育課　主任
湖東 松澤　義明 教育委員会　係長

人権教育 八日市 石垣　敏昭 人権教育課長
永源寺 小椋　正広 生活課　副課長
☆五個荘 細居　悦子 生涯学習課　社会教育係長
愛東 上田　美和子 社会教育課　課長補佐
湖東 加藤　忠弘 教育委員会　係長

図書館 八日市 巽　寛 図書館参事
永源寺 巽　　照子 図書館長
☆五個荘 山谷　典子 生涯学習課　主任主事
愛東 古川　忠男 図書サロン館長
湖東 澤谷　とし子 教育委員会　図書館長
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部　会　名 分科会 市　町 分科員 所　　属

議

会

部

会

議会 ☆八日市 西村　文夫 議会事務局　参事
◎八日市市 議会事務局長 永源寺 奥居　繁男 議会事務局長

邑田　利雄 五個荘 河村　允雄　 議会事務局長
○永源寺町 議会事務局長 愛東 松岡　和幸 議会事務局長

奥居　繁男 湖東 青山　久雄 議会事務局長
監査・公平 ☆八日市 北村　勝彦 監査委員事務局長

永源寺 奥居　繁男 議会事務局長
　五個荘町 議会事務局長 五個荘 川島　源朗 総務課　行財政係長

河村　允雄　 愛東 松岡　和幸 議会事務局長
　愛東町 議会事務局長 湖東 西堀　貴子 総務課　主査

松岡　和幸
　湖東町 議会事務局長

青山　久雄

 （Ｈ16.４.１現在）
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東近江市 能　登　川　町 蒲　　生　　町

担当課 役　職 氏　名 主担当課及び課長名 主担当者 主担当課及び課長名 主担当者
役　職 氏　名 役　職 氏　名

総務部
生活安全対策室 主幹 高木　　寛

総務課長　　　　木下　　勉
係長 脇　　和彦

総務企画課長　岡　豊司

主事 松村　康男
総務課 課長 新海　常造 参事 安井　静子
職員課 課長 森　　基一 係長 星田　　誠
財政課 課長 中村　　哲 係長 瀬戸　睦仁 係長　　 古川　　清
管財課 課長 藤川　万嗣 主査 池戸　洋臣
情報推進課 課長 小梶　隆司 総合企画課参事　大中　清孝 係長 櫛田　善之 係長 石橋　幸昭
企画部
秘書課 課長 大西　正夫 総務課長　　　　木下　　勉 係長 吉澤　浩明

総務企画課長　岡　豊司

参事 安井　静子
企画課 課長 北川　仁士

総合企画課長　備前　邦男
係長 高山　幸生 参事 藪　　利和

広報課 課長 北澤　克美 主査 台野　暢之 係長 木村　明子
まちづくり推進課 課長 外村　謙次 係長 高山　幸生 課長補佐 平井　一成
男女共同参画課 主幹 西村　恵子 生涯学習課長　尾原　芳典 公民館長補佐 増本　和子 係長 木村　明子
市民部
資産税課 課長 奥川　正己

税務課長　　　　水野　三郎
課長補佐 塚本　敏幸

税務課長　　木澤　三千代
係長 上野　博文

市民税課 課長 小島　洋祐 課長補佐 田附喜代美 参事 今宿　弘子
収納課 課長 西堀　伝蔵 課長補佐 西　　康隆 係長 村田　　斉
市民課 課長 池田佳一郎 住民環境課長　上林　正明 係長 谷口　哲雄 住民福祉課長　門谷　英郎 係長 小島　　薫
保険年金課 課長 荒居　　勇 保険年金課長　金田　やす 係長 大和田　聡 係長 中川　儀一
人権部
人権課 課長 山梶多一郎

総務課長　　　　木下　　勉 課長補佐 里田　　明 総務企画課長　岡　豊司 係長 木村　明子市民相談室 課長 岡井　義明
人権啓発課 次長 石垣　敏昭人権学習課 教委生涯学習課長　尾原　芳典 課長補佐 酒井　吉幸
生活環境部
生活環境課 課長 森川　弘三

住民環境課長　上林　正明 課長補佐 西澤　久司 環境整備課長　中島　萬次 課長補佐 八木　信博廃棄物対策課 課長 廣田　清和
花と緑の推進課 課長 武藤　精蔵 主事 福永　　聡 産業建設課長　吉村　政男 係長 山口　仁司
交通政策課 課長 中島　俊治 総合企画課長　備前　邦男 課長補佐 村田　洋一 環境整備課長　中島　萬次 主事 西堀　達也
健康福祉部
健康福祉政策室 次長 中嶋久仁子

健康福祉課長　居原田ひろみ

課長補佐 若林　陽子

住民福祉課長　門谷　英郎

参事 森田　初枝社会福祉課 課長 坂本　則雄 主査 中堀　智之
長寿福祉課 課長 中島　政子 係長 市居　清孝 係長 古川　光子
障害福祉課 課長 西川　佳伸 係長 河合　菊男 参事 森田　初枝こども家庭課 課長 布施　祐次 教委教育課長　中村三千代 主査 中村　彰夫
健康推進課 次長 山川　永市 健康福祉課長　居原田ひろみ 係長 西川富美子 住民福祉課付課長　中江　一郎 係長 前岡かおる
産業振興部
農林振興課 課長 中西市太郎 農林水産課長　荻野　　忍 課長補佐 石井　義伸

産業建設課長　吉村　政男
係長 山口　仁司

農村整備課 課長 澤村　金造 参事 深田　　功 係長 東野浩久仁
商工観光課 課長 山田　重三 都市整備・商工課長　田井中隆蔵 係長 佐々木和幸 参事 山田　福二
水道部
下水道課 課長 浅野　清市 上下水道課長　大林　隆三 課長補佐 岩崎　廣良 環境整備課長　中島　萬次 参事 西川　一男
水道課 課長 松林　直良 課長補佐 森　　孝志 係長　 村田弥寿彦
都市整備部
管理課 課長 駒  吉太郎

土木建設課長　橋村孝一郎 課長補佐 青木　徹志 産業建設課長　吉村　政男 係長 増倉　健雄
道路河川課 課長 池田真一郎 参事 鈴木　正平
住宅課 課長 田中清一郎 総務企画課長　岡　豊司 主事 西野　陽子
都市計画課 課長 杉村　　貴 都市整備・商工課長　田井中隆蔵 参事 清水　宗彦 産業建設課長　吉村　政男 課長補佐 国友　　勇建築指導課 次長 畑　　隆雄 土木建設課長　橋村孝一郎 課長補佐 青木　徹志
教育部
教育総務課 課長 澤田喜一郎 教委庶務課長補佐　中川　節夫 係長 大辻　利幸

教育課長　　森島　章
参事 西村　和己

学校教育課 次長 加藤紳一朗 教委教育課長　中村三千代 課長補佐 清水　　保 係長 長田　謙亮
生涯学習課 課長 神山　幸雄

教委生涯学習課長　尾原　芳典

係長 上林　　昭 係長 大橋　明美
スポーツ課 課長 西村　貞之 係長 徳岡　英司 文体振興課長　高岡壽一郎 課長 高岡壽一郎　
青少年課 課長 辻　　和弘 係長 田井中智子

教育課長　　森島　章
係長 大橋　明美

文化財課 課長 松岡　和幸 埋文セ所長補佐 植田　文雄 課長補佐 田中　　浩
図書館 次長 巽　　　寛 総合文化情報センター館長　才津原哲弘 主査 松野　勝治 係長 川島　康弘
会計課 課長 野村　　勉 出納室長補佐　澤　みどり 出納室係長　安井　房江
議会事務局 次長　 西村　文夫 議会事務局長　浅井　利温 事務局長　松原　和男 主査 谷口真裕美
監査委員事務局 事務局長 岩佐　光雄 議会事務局長　浅井　利温 局長補佐 河口　昌子 事務局長　松原　和男 主査 谷口真裕美
農業委員会事務局 事務局長 日永　清恵 農委事務局長　田井中六太朗 事務局長　吉村　政男 事務局長 吉村　政男

東近江市・能登川町・蒲生町合併協議会合併準備会議名簿

※ 専門部会・分科会は設けないで、専門部会・分科会に該当するメンバーで準備会議を設け、合併準備
を行った。
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会小委員会規程
　（趣旨）
第 １条　この規程は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約（以下「規約」
という。）第12条第２項の規定に基づき、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議
会（以下「協議会」という。）の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（所掌事項）
第２条　小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をするものとする。

　（委員）
第 ３条　小委員会の委員は、協議会の会長（以下「会長」という。）が協議会の会議に諮り、委員の内
から指名する。

　（組織）
第４条　小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
　２　委員長及び副委員長は、委員の互選による。

　（委員長及び副委員長の職務）
第５条　委員長は、小委員会を代表し、会を総理する。
　 ２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代
理する。

　（会議）
第６条　小委員会の会議は、委員長が招集する。
　２　会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
　３　委員長は、会議の議長となる。

　（関係者等の出席）
第７条　小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。

　（報告）
第 ８条 　委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、協議会の会議に報告するものと
する。

　（庶務）
第９条　小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

　（補則）
第10条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

　　付　則
　この規程は、平成15年７月31日から施行する。
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新市名称候補選定小委員会名簿　〔敬称略〕

市　町　名 氏　　　名 備　　　考
永 源 寺 町 高 　 橋 　 辰 次 郎 委員長
八 日 市 市 武 　 久 　 健 　 三 副委員長
八 日 市 市 山　 田　儀左衛門
永 源 寺 町 市 　 田 　 重 太 郎
五 個 荘 町 西 　 村 　 　 　 實
五 個 荘 町 平 　 居 　 貞 　 夫
愛  東  町 密 　 谷 　 要 一 郎
愛  東  町 清 　 水 　 雅 　 晴
湖  東  町 植 　 田 　 善 　 夫
湖  東  町 廣 　 田 　 綾 　 子

１号委員（各市町推薦委員）
市　町　名 氏　　　名 備　　　考
八 日 市 市 中 嶋 　 宏
永 源 寺 町 図 司 みどり
五 個 荘 町 森 田 あ み
愛  東  町 清 水 冨 男
湖  東  町 澤 田 亜 希

２号委員（知識経験を有する者）
市町名 氏　名 備　考

― 北 端 信 彦
大阪芸術大学教授
デザイン学科・ビジ
ュアルデザインコー
ス

協議会選出委員（１号委員）
市　町　名 氏　　　名 備　　　考
八 日 市 市 山田 儀左衛門 委員長
永 源 寺 町 飯尾 文右衛門 副委員長
五 個 荘 町 辻 　 裕 子
愛  東  町 川 瀬 重 雄
湖  東  町 清 水 重 一

各市町推薦委員（２号委員）
市町名 氏　名 備　考
八日市市 大 西 和 彦 湖東信用金庫理事長
永源寺町 糟 井 信 吾 前永源寺町報酬審議会委員
五個荘町 伊 谷 徳 一 五個荘町商工会副会長
愛  東  町 鯰 江 喜代治 愛東町区長会長
湖  東  町 川 﨑 　 一 湖東町区長会副会長

識見を有する者（３号委員）
市町名 氏　名 備　考

― 松 山 庄 治
グリーン近江農協常
勤監事
元滋賀県人事委員会
事務局長

附　属　機　関　名　簿

市章選考委員会委員名簿　〔敬称略〕

特別職報酬等検討委員会委員名簿　〔敬称略〕
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東近江市関係の合併経過図
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滋賀県市町図〔平成18年４月以降〕
（13市13町）





　この冊子は、東近江市誕生までの記録を長くと

どめておくために作成いたしました。

　なお、作成にあたり本文中の委員名簿等の敬称

は略させていただき、順不同等ご容赦願います。

あとがき
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